
随意契約によることとした理由 

 

１ 件名 

  広島市定額減税補足給付金（不足額給付）支給等業務 

 

２ 業務内容 

  デフレ完全脱却のための総合経済対策における物価高への対応として、新たな経済

に向けた給付金・定額減税一体措置として実施する、広島市定額減税補足給付金（不

足額給付）の対象となる方への給付金の支給事務を円滑に実施するもの。 

 

３ 契約の相手方 

 ⑴ 所在地 

 東京都新宿区西新宿二丁目１番１号 

 ⑵ 名 称 

 キャリアリンク株式会社 

 

４ 随意契約の根拠規定 

  地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号に該当 

 

５ 随意契約によることとした理由 

  広島市定額減税補足給付金（不足額給付）は対象者毎に給付金額を算出する必要がある 

とともに、税に関するより高度な知識が必要になる。また、システム開発や市民からの問 

合せ対応、支給業務といった一連の業務を遂行する必要があり、これまでの他の給付金と 

比較し複雑な制度となっている。 

このため、価格のみで業者選定を行う一般競争入札ではなく、公募型プロポーザル方式 

を採用し、業務を進めていくうえで生じる課題を本市と共同で解決し、対象への迅速かつ 

正確な支給を可能とする専門的なノウハウなどの履行能力のある業者を選定することと 

した。 

  同プロポーザルにおいて、プレゼンテーション審査を４者実施し、「広島市定額減税補 

足給付金（不足額給付）支給等業務プロポーザル審査委員会」において審査した結果、キ 

ャリアリンク株式会社を受託候補者として特定された。 

ついては、地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号の規定に基づき、当該業者と 

随意契約を行うものである。 

 


